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令和６年１月１日 16 時 10 分頃に石川県能登地方で M7.6（最大震度７）の地震

が発生し、関東森林管理局管内では新潟県長岡市で震度６弱のほか新潟県内を中
心に広い範囲で強い揺れを観測しました。関東森林管理局では、新潟県内の民有
林や国有林での新たな山腹崩壊や雪崩の発生状況を把握するため、1 月５日、 
新潟県と合同でヘリコプターによる上空からの調査を実施しました。 

調査の結果、大規模な山腹崩壊や雪崩の発生は確認されませんでしたが、民有
林内において小規模の崩壊が発生を確認しました。調査結果は新潟県へ情報提供
しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年能登半島地震へ関東森林管理局治山課の対応 

治 山 課 

上空からの調査状況 フライト前の打合せ状況 

調査飛行ルート 
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今回のヘリコプター調査では確認できなかった地表の亀裂が要因となって、崩
壊等が新たに発生する可能性があります。これから春の融雪時期を迎えるにあた
り、引き続き現地の状況を注視のうえ、県や市町村と情報を共有してまいります。 
 
 
 
 
 

 
近年、気候変動の影響により全国各地で台風や集中豪雨による甚大な災害が発

生しています。関東森林管理局管内においても、令和元年に東日本台風により広
域に甚大な災害が発生したほか、令和 4 年には線状降水帯にともなった大雨に
より、新潟県村上市・関川村で局地的ですが多数の山腹崩壊地な災害が発生しま
した。最近の豪雨災害は、これまで山地災害が比較的少なかった地域においても
発生する傾向にあり、地域に関わらず災害発生のリスクが高まっています。 
 災害発生時には、被害状況の迅速な把握が求められます。林野庁では、被害調
査の効率化や速やかな情報共有を可能とする「山地災害調査アプリ」（以下「ア
プリ」という。）を開発し、令和４年度から本格的に運用しています。関東森林
管理局では、このアプリの操作や災害発生を想定した実習、治山技術の向上を図
るため、「山地災害復旧事業現地検討会」を２回にわたり実施しました。本号で
は第２回の実施状況をお伝えします（第１回検討会は令和５年８月号（第２３０
号）に掲載。） 
 第２回の現地検討会は、令和５年８月の３日間、静岡森林管理署管内の静岡県
駿東郡小山町において２０名が参加して実施されました。地元の小山町役場から
の参加もありました。 
 アプリを現地調査に用いることにより、オンラインの閲覧サイトにおいて、現
地写真やその位置情報、写真撮影方向、調査ルートの軌跡など現地の状況をリア
ルタイムで共有・把握することが可能となります。また、位置情報を活用した簡
易な測量ができるなど、このアプリは災害対応に幅広く使えるツールです。 

【上越市名立区横畑地内（民有林）】 

小規模な山腹崩壊を確認 

山地災害に備えた災害対応と治山技術向上の取組 

治 山 課 

 

【妙高市大字関山地内（国有林）】 

治山施設等の被害は確認されず 
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 現地検討会では、災害発生を想定し、荒廃渓流内でアプリの操作を実習すると
ともに、現地の特徴を多様な視点で調査しながら、復旧計画を作成するための意
見交換を行いました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、今回、多数の若手職員が参加したことから、治山技術の向上を図る観点
で、様々な工法が施工された治山現場を見学しました。 
小山地区は、富士山の火山噴出物であるスコリアが厚く堆積する地域です。現

地発生土を活用した治山ダム工や、固結度が弱く浸食されやすいスコリア土壌の
特性を考慮して雨水を浸透させながら緑化させる山腹工などを実施しています。
各地からの参加者にとって幅広い知識を得る良い機会となりました。 

若手職員が増加する中、関東森林管理局
においては森林土木の技術者の底上げが
急務となっています。治山技術の継承と併
せて、アプリをはじめとした ICT 技術の活
用による効率的な災害対応ができるよう、
引き続き技術者育成に取り組んでまいり
ます。 

 
 

アプリの操作実習 現地での意見交換 

治山ダム工の現地視察（大日沢地内） 
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（国有林野等所在市町村長有志協議会について） 

 「国有林野等所在市町村長等有志協議会（以下「協議会」という。）」は、国

有林野等の所在する地域の市町村長と森林管理署長等で構成しており、関東森林

管理局管内の 176 市町村を 19 ブロックに分けて地域ごとに協議会を設立し、各

森林管理署等に事務局を置いています。 

協議会では、地域社会と国有林野事業の連帯の強化を図り、地元農山村の社会

経済の発展と国有林野事業の円滑な遂行に寄与することを目的として、市町村長

等との意見交換を実施しています。 

 

（令和５年度の協議会等の開催） 

 今年度の協議会は、10 月 23 日の福島県中通り地区を皮切りに、1 月末までに

栃木県、茨城県、福島県浜通り地区、新潟県、静岡県、福島県会津地区、群馬県

利根沼田地区において順次開催しました。 

各地域の協議会では、関東森林管理局から森林環境譲与税の活用、各森林管理

署から署の取組事項などについて情報提供し、県や各市町村からも地域の取組な

どについて情報提供いただき、意見交換しました。 

また、12 月 21 日には関東森林管理局において、各協議会の代表市町村長と意

見交換等を行う「国有林野等所在市町村長等有志連絡協議会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有林野等所在市町村長有志協議会の開催 

 
                                  企画調整課 

挨拶する志知関東森林管理局長 

（福島県中通り地区の協議会） 
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意見交換においては、 

・森林環境譲与税の活用方法など、今後の森林・林業行政を進めていくうえで参

考となる情報がほしい 

・国有林の伐採に当たっては、景観に配慮した伐採方法を検討してほしい 

・ニホンジカ等の有害鳥獣捕対策について、連携した取組をお願いする 

・再造林の低コスト化について、国有林の知見や実証事例等の情報共有をお願い

する 

・ナラ枯れによる被害が拡大しており、情報共有や連携強化をお願いする 

・災害に強く持続可能な森林管理のため、治山や林道整備に関する計画的な予

算措置をお願いする 

・人材がいなことや事業者の育成が大きな課題であり、支援策などを教えてほ

しい 

・防災の観点から継続的な森林施業をお願いする 

・地域の伝統的工芸品の原材料の確保が課題であり、伝統工芸の継承について協

力してほしい 

・林政、林務に精通した職員が少ないため、定期的な研修会などを行ってほし

い 

等のご意見・ご要望をいただきました。 

関東森林管理局では、協議会を通じていただいたご意見・ご要望を踏まえ、地

域社会と連携した国有林野の管理経営に取り組んでまいります。 
 

 
 
 
 
 
 

茨城県地区の協議会 

 

福島県浜通り地区の協議会 
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１．「相続土地国庫帰属制度」とは 
相続土地国庫帰属制度は、相続等により土地を取得した者が、その土地を手

放して国に帰属させることを可能とする制度として、令和５年４月 27 日から
始まりました。 

この制度は、自らが望まない形で土地を取得した所有者の負担感の軽減、管
理の不全化や所有者不明土地の発生を抑える観点から導入されたものです。 

申請は法務局で受け付けますが、受け入れる国側に過度な負担がかかるもの
については申請できません。具体的には、その土地に建物が存在する場合、有
害物質で汚染されている場合、境界が明らかでない場合、担保権･使用収益権が
設定されている場合などは、申請ができずに却下されます。 

また、申請が受理された土地についても、申請の土地が、崖(30 度以上･５m
以上)である場合、土砂災害等の防止工事が必要な場合、隣接土地所有者と争訟
が必要な場合など、通常の管理や処分に当たり過分の費用・労力を要する場合
については、国庫への帰属が承認されません。 

国庫への帰属が承認された土地は、申請者が負担金を納付すると、その時点
で土地の所有権が国に移転し、国において所有権移転登記を行った上で、国が
その土地を管理していくことになります。 

相続土地国庫帰属制度 
 
 保 全 課 
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２．森林管理局・署による審査協力 

申請土地の審査業務は法務局が実施しま
すが、森林については、森林管理局・署が
現地調査に協力することとなっています。
申請のあった土地が森林であるか否かの調
査を行った上で、現地の状況から人工林･天
然林･竹林・伐採跡地･未立木地の別を判断
します。間伐の実施が確認できない人工林
(=手入不足の人工林)や標準伐期齢未満の天
然林(=若齢な天然林)、定期的な伐採が必要
と見込まれる竹林、伐採跡地は、原則とし
て不承認と判断します。 

 

３．関東森林管理局管内の申請状況 

関東森林管理局管内(１都 10 県)では、令和５年末
時点で申請件数が 436 件、このうち森林として申請
されたものは 43 件となっています。 

これらの申請について、順次、現地調査を実施し  
ており、これまでに３件について承認の意見を法務   
局へ提出し、すでに１件が国へ帰属しています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

法務局との合同調査 

〇 栃木県１ 〇 栃木県２ 

帰属対象となった森林 

〇 栃木県３ 

帰属対象とならなかった例 

× 登記上は山林ですが･･･ ×竹林は管理にお金が掛かります × 崖は問題外です 



令和 6 年２月１日 関東森林管理局 第２３６号 

     9 

４．今後の管理 

 国に帰属した森林については、森林管理局・署が年に１回の巡視と５年に１
回の境界明示など、土地（森林）の定期的な管理を行いつつ、必要に応じて貸
付や売払などの事務に対応することになります。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今月の表紙 犬吠埼から望む君ヶ浜国有林  
 

君ヶ浜国有林は、千葉県の北部にある銚子市の犬吠埼一帯に位置し、88％
が防風保安林と潮害防備保安林に指定されています。背後に広がる住宅や農
地を強風や潮害から守るため、重要な役割を担っております。 

また、保健保安林、水郷筑波国定公園、犬吠埼風致地区にも指定されてお
り、地元市民を中心に保健休養の場として利用されています。 

千葉森林管理事務所では、この海岸防災林を松くい虫の被害から守るた
め、薬剤の地上散布や衛生伐を実施しています。 
 

                            

 

 

 

 

 

    

相続土地国庫帰属制度の詳細は法務省のホームページをご覧ください。 
また、お問い合わせはお近くの法務局へお願いします。 
 
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html  

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ～こういう森林は帰属できません～ 

 

１．伐採跡地（木を伐った後） 

２．標準伐期齢に達していない（保育が必要） 

３．境界がはっきりしていない 

４．隣接地に危険を及ぼす木竹がある 

５．公道や水路が含まれている 

 

松くい虫による松枯れ 薬剤の散布 枯れ木などの燻蒸処理 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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私が担当している「高萩・中戸川」森林事務所は、横川と中戸川森林事
務所が合併して中戸川森林事務所になった経緯もあり、管理面積は約
4,500ha です。  

令和５年４月に高萩森林事務所へ着任して最初に驚いたことは、１つの
小班が 20ha を超える箇所もあるなど、小班の面積が大きいことでした。
また、事業実行のスピードが早いので、箇所数の多さも相まって進行管理
がとても大変です。  

そこで、活躍するのがドローンです。特に、下刈などの進行管理には欠
かせないアイテムです。しかしながら、ドローンの配備が高萩地区の５森
林事務所に対し１台なので、今後のドローン配備の充実が待ち望まれると
ころです。  

さて、赴任後、なんとか落ち着いてきた令和５年９月８日の夜半過ぎ、
台風１３号通過に伴う線状降水帯が茨城県北東部で発生し、特に高萩市か
ら日立市にかけて甚大な被害が発生しました。  

中でも、日立市の土砂崩れなどがテレビで盛んに報道されましたので、
記憶に新しい方もおられると思います。現在も、国有林と隣接する民有地
に土砂が流れ込んだ案件など、まだまだ対応が続いている状況です。これ
に加え、林道等が通行できなくなった影響から中止となった事業もありま
す。次年度の事業に支障のないよう、林道修繕等の対応を急いでいるとこ
ろです。  

このように、地球温暖化の影響と思われる気候変動もあり、今迄では想
像がつかないような災害が多発する中で、植えてから５０年以上木を育て、
森を造ることはこれまでの経験だけでは立ち行かない場面があるかもし
れません。先輩方が汗水たらして造った森林を、しっかり後世に引き継い
でいきたいと考えています。  

高萩市は、春は桜、夏は海、秋は紅葉と、景色がとても素晴らしいとこ
ろで、冬には隣町の北茨城市を中心とした「あんこう鍋」が有名です。中
でも、水を使わずにあん肝と野菜の水分だけで作る「どぶ汁」は濃厚で、
一度は食べて頂きたい逸品です。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨 城 森 林 管 理 署  高 萩 森 林 事 務 所  地 域 統 括 森 林 官  川島光広  
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